
御社のチラシを 1200 の会員事業所に配布いたします

砺波商工会議所 わくわく情報お届け便

例えば、

市内特別郵便で送ると

送料は 65 円×1200＝78,000 円

⇒ 約５万円 お得です

砺波商工会議所 わくわく情報お届け便(会報となみチラシ折込サービス)は、毎月 25 日（年

間 10 回）発行の会議所会報に会員事業所様のチラシを折り込み、約 1200 の会員事業所に

配布するものです。是非ご利用下さい。

こんなお知らせが効果的！

●新商品・新製品の紹介 ●季節商品・季節限定メニューの紹介

●テナント募集 ●イベント・説明会などの案内

●慰安旅行・団体旅行などツアー紹介 ●作業服・ユニフォーム

●歓送迎会・忘新年会宴会プランの案内 ●福利厚生関連

●オフィス家具・文具・備品 ●各種印刷関連 ●金融商品 ●保険商品

などなど、事業所向けＰＲ

1 ヶ月Ａ４版１枚

30,000 円(税込み)

10 回（年間）契約 30％OFF

6 回（半年）契約 20％OFF

3回契約 10％OFF

申込期限：発刊月の 10 日（発行の 15 日前）まで

① 砺波商工会議所会員事業所に限らせていただきます。

② チラシのサイズは、Ａ４版のみ。現物を商工会議所までご持参願います。

③ お申込の受付は、月 10 社までとさせていただきます。

④ チラシの内容によってはお断りする場合があります。

⑤ 詳細については、事前に運用規程に同意いただきますようお願いいたします。

お申込み・お問い合せは

砺波商工会議所 業務課 まで

〒939-1332 砺波市永福町６番 28 号 TEL：33-2109 FAX:33-4422



「わくわく情報お届け便」 運用規程

１. 当サービスは、砺波商工会議所会員事業所の発展に寄与することを目的とする。よって、原
則として、砺波商工会議所会員事業所以外の利用は認めない。

２. 当サービスは、砺波商工会議所会員事業所の営業活動を助長するために、販売促進のための
広告紙等書類を砺波商工会議所会報に折り込み、会報の送付により会員事業所等へ配布する
ものである。

３. 折り込む書類については、その内容または作成責任を有する事業所に対し与信を与えるもの
ではないこと、及び下記事項を遵守するものとする。
① 公序良俗に反しないこと
② 関係法規に違反しないこと
③ 誤解を与えるおそれがないこと
④ 他の会員、消費者に対し、不当な利益を与えるおそれがないこと
⑤ その他、当サービス運用上、不適当と認められること

４. 前条に反する、または他の理由で不適当と認められる場合、当サービスは履行しない。

５. 広告紙等書類およびその内容に関する責任は、一切広告主に帰属する。

６. 当サービスに起因する手続き上のトラブルは双方で誠意を持って対応することする。また、
当サービスにより生じた取引上のトラブルについては、砺波商工会議所は一切の責任を負わ
ないこととする。

７. 当サービス料金については、１事業所Ａ４版１枚につき３０，０００円とする。また、割引
料金契約を結んだ場合、中途での契約を破棄は出来ないものとする。
料金については、以下の通りとする。

区分 書類 期間 料金（税込） 割引率
基本料金 Ａ４版 １枚 １ヶ月（１回） 30,000円 なし

Ａ４版 １枚 ３ヶ月（３回） 81,000円 10%
Ａ４版 １枚 ６ヶ月（６回） 144,000円 20%
Ａ４版 １枚 10ヶ月（10回） 210,000円 30%

※割引料金契約の期間は申込日から１年間とする

８. 砺波商工会議所会報に折り込む広告紙等書類は、広告主で必要部数（１３００部）準備し、
会報発行日（25日）の１５日前（10日）までに、砺波商工会議所に納めるものとする。残部
が発生しても原則として返品はしない。

９. この運用規程に同意した場合、下記に署名捺印し、砺波商工会議所担当課に提出する。原則
として初回提出された当契約は次回以降も適用する。よって本書類の提出は、同一事業所に
おいて初回のみとする。ただし、必要がある場合はこの限りではない。

【担当課】砺波商工会議所・業務課
TEL：0763-33-2109 FAX:0763-33-4422

砺波商工会議所 会頭 大島 肇一 殿

上記運用規程に同意し、当該サービスを申し込みます。

平成 年 月 日

基本契約（１回） ・ 割引料金契約（ 回） 選択して下さい

事業所名

代表者名 印

割引料金

砺波商工会議所


